
高知県福祉目的の食事提供行為における食品衛生管理指針（案）からの変更点について

平成 29 年 10 月 25 日から 11 月 24 日までの期間において意見募集を実施し、いただいた意見をふまえ、案について再検討し、次の点を変更しました。

番

号
（旧） （新） 変更理由

１ （別紙）

福祉目的の食事提供行為の実施者が講ずべき衛生管理事項

１ 包括的事項

(１)～(６)（略）

（別紙）

福祉目的の食事提供行為の実施者が講ずべき衛生管理事項

１ 包括的事項

(１)～(６)（略）

(７) 参加者が従事者と共同で調理等を行う場合、衛生責任者

は、参加者に対し、体調の確認、正しい手洗いの方法及び衛

生的な食品等の取扱いについて説明したうえで実施するこ

と。

参加者の方が共同

で調理等を行う場

合について追記し

ました。

２ ４ 食品等の取扱い

(１) 食品材料の仕入れ

ア 原材料及び半製品の仕入れに当たっては、衛生上の観点か

ら品質、鮮度、表示、包装の状態等について点検し、異常が

ある場合は使用しないこと。

イ 保存性のある食品を除き、当日に必要な量だけを仕入れる

こと。

(４) 調理

エ （略）

４ 食品等の取扱い

(１) 食品材料の仕入れ

原材料及び半製品の仕入れに当たっては、衛生上の観点

から、表示（特にアレルギー表示、期限表示及び保存方法）

をよく確認するとともに、品質、鮮度、包装の状態等につい

て点検し、異常がある場合は使用しないこと。

(４) 調理

エ 原材料の期限表示及びアレルギー表示についてよく確認

したうえで調理すること。

オ （略）

・原材料中のアレル

ギーの取扱い等に留

意する旨を追記しま

した。

・早朝では当日仕入

が困難であること、

ボランティア団体や

フードバンク等から

事前の食材提供があ

ることも想定される

ため、仕入時に表示

別紙２



オ （略）

カ 盛付けは、はし（トング）又は衛生手袋を使用して行い、

素手で直接取り扱わないこと。

カ （略）

キ 盛付けは、はしやトング等の器具又は衛生手袋を使用し

て行い、素手で直接取り扱わないこと。

等をよく確認したう

えで、食材を適正に

保管、使用すること

で管理できると考え

られるため、削除し

ました。

３ ４ 食品等の取扱い

(３) 調理器具

ア 調理器具及び食器類は殺菌及び消毒してから使用するこ

と。

４ 食品等の取扱い

(３) 調理器具

ア 調理器具及び食器類は殺菌・消毒（除菌）したものを使

用すること。

殺菌及び消毒につい

ては、目的及び効果

はほぼ同じと考えら

れるため、表現を変

更しました。

また、医薬品、医薬

部外品以外について

は、殺菌・消毒とい

う言葉が使用できな

いため、除菌という

文言を追加しまし

た。



４ ４ 食品等の取扱い

(５) 検食（保存食）

専用の調理施設で行う場合は、検食（保存食）は可能な限

り保存すること。この場合、献立ごとに50グラム以上を新しい

ポリ小袋に採取し、食事ごとにひとまとめにして、冷凍庫で48

時間以上保管することが望ましい。

それ以外の場合は、保管する場所、期間等を工夫し、可能

な範囲で保存すること

４ 食品等の取扱い

(５) 検食（保存食）

検食（保存食）は可能な限り実施すること。この場合、

料理ごとに50グラム程度を清潔な容器（ビニール袋等）に入

れ、密封して冷蔵又は冷凍で48時間以上保管することが望ま

しい。

調理施設での区別を

しないこととし、保

管方法を高知県食品

衛生法施行条例に基

づく表現に合わせま

した。

５ ５ 使用水等の管理

(５) 水道水以外の水を使用する場合は、殺菌装置及び浄水装置

を設置するよう努めること。また、殺菌装置等が正常に作動し

ているかどうかを定期的に確認すること。

５ 使用水等の管理

(５) 水道水以外の水を使用する場合は、殺菌装置を設置するよ

う努めること。また、殺菌装置が正常に作動しているかどう

かを定期的に確認すること。

浄水装置は殺菌を目

的としたものではな

いこと及び管理不十

分の場合、使用水を

汚染する恐れがある

ため削除しました。


